
川崎市市民館使用規則の一部を改正する規則、川崎市立図書館使用規則の一部を改正する規則
及び川崎市教育機関事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について

１ 改正の内容
令和７年４月から川崎市中原市民館、川崎市高津市民館、川崎市高津市民館橘分館及び川崎市立高津図書館橘分館の管理運営を指定

管理者に行わせるため、規則の一部を改正する。

２ 指定管理者制度導入予定時期

【教育文化会館・市民館】 【図書館】

施設名 導入時期

教育文化会館 令和８年９月

大師分館（プラザ大師） 令和８年９月

田島分館（プラザ田島） 令和８年９月

幸市民館 令和１０年４月

日吉分館 令和１０年４月

中原市民館 令和７年４月

高津市民館 令和７年４月

橘分館（プラザ橘） 令和７年４月

宮前市民館 令和１４年度

菅生分館 令和１４年度

多摩市民館 令和８年４月

麻生市民館 令和８年４月

岡上分館 令和８年４月

施設名 導入時期

川崎図書館【直営館】 ―

大師分館（プラザ大師） 令和８年９月

田島分館（プラザ田島） 令和８年９月

幸図書館 令和１０年４月

日吉分館 令和１０年４月

中原図書館【直営館】 ―

高津図書館【直営館】 ―

橘分館（プラザ橘） 令和７年４月

宮前図書館 令和１４年度

― ―

多摩図書館【直営館】 ―

麻生図書館 令和８年４月

柿生分館 令和８年４月
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